
二宮町議会議員政治倫理規定要綱 

 

（目的）  

第１条 この要綱は二宮町議会基本条例第５条に基づき、議員の倫理規定を定め 

るものとする。   

（政治倫理基準）  

第２条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。  

      (１) 町民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、

その職務に関して関係法令の遵守はもとより、不正の疑惑を持たれるおそれ

のある行為をしないこと。  

      (２) 常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して、いかなる金品も授

受しないこと。  

      (３) 町（町が設立した公社並びに町が資本金その他これらに準ずるものを出

資し、又は拠出している公益法人及び株式会社を含む。）が行う工事等の請

負契約、業務委託契約若しくは物品納入契約又は町が行う許認可に関して、

不当な関与をしないこと。  

      (４) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又はその地位による影響力

を不正に行使するよう働きかけないこと。  

      (５) 町職員の人事に関して、不当な関与をしないこと。  

      (６) 職務上知り得た情報は、不当な目的のために使用しないこと。  

２ 政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれた議員は、自ら潔い態度を

もって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。  

（審査の請求）  

第３条 この要綱に違反する行為をした疑いがあると認められる議員があるときは、

審査請求書（様式第１号）に資料を添え、議員定数の２分の１以上の議員の連

署とともに議長に審査を請求することができる。  

（政治倫理審査会の設置等）  

第４条 議長は、前条の規定による審査請求があったときは、二宮町議会議員政治

倫理審査会（以下「審査会」という。）を設置し、当該審査請求に関する事項の

審査を審査会に付託しなければならない。この場合において、議長は、審査

請求を受け付けた日から７日以内に審査会を招集するものとする。  

２ 審査会の委員（以下「委員」という。）は、議長が議員のうちから任命する議員定数

の２分の１以上の委員で構成する。  

３ 委員の任期は、当該審査請求の審査が終了するまでの間とする。ただし、委員が

欠けたときは、議長は、速やかに補欠委員を任命するものとする。  

４ 審査会の組織及び運営は、次に定めるところによる。  



    (１) 審査会に会長及び副会長各１人を置き、会長及び副会長は、委員の互選

により定める。  

    (２) 審査会は、委員の３分の２以上が出席しなければ、会議を開くことができな

い。  

    (３) 審査会の議事は、出席委員の３分の２以上の同意により決定する。  

５ 審査会の会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の３分の２以上の同意を得

て、非公開とすることができる。  

６ 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、ま

た同様とする。  

（審査会の調査）  

第 5条 審査会は、付託された審査請求の審査を行うため、当該審査請求の対象と

なっている議員（以下「対象議員」という。）及び関係者に対し、審査請求があ

った旨を文書で通知するとともに、対象議員及び関係者に対し、資料請求並

びに事情聴取など必要な調査を行うことができる。  

２ 対象議員は、審査会において弁明をしようとするときは、弁明を記載した書面を審

査会に提出しなければならない。  

３ 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、学識経験者等から意見を聴

くことができる。  

（審査結果の報告）  

第 6条 審査会は、審査が終了したときは、議長に対して審査結果の報告書を提出

するものとする。  

２ 議長は、前項の報告書が提出されたときは、その審査結果を対象議員に文書で

通知するものとする。  

（議会の措置）  

第７条 議長は、審査会からの審査結果の報告書を尊重し、この要綱に違反する行

為があったと認めるときは、次の各号に掲げるいずれかの措置を講ずるもの

とする。  

    (１) この要綱を遵守するため警告し、誓約書の提出を求めること。  

    (２) 議会の役職を停止すること。  

    (３) 議員の辞職勧告を行うこと。  

    (４) 前各号に掲げるもののほか、審査会及び議長が必要と認める措置を行うこ

と。  

（審査結果の公表）  

第 7条 議長は、第８条の審査結果の報告書が提出されたときは、審査会の審査概

要及び審査結果を公表するものとする。前条各号に定める措置を講じたとき

も、また同様とする。  



  

   附 則  

 この要項は、公布の日から施行する。 

 

 


